
よくある質問①

（答1-1）

失業保険（基本手当）は、失業された

方が安定した生活を送りつつ、１日も早

く就職していただくために給付するも

のですが、失業保険(基本手当）は、退

職すれば必ず受けられる保険ではなく、

一定の受給要件を満たした場合にのみ

受給することができます。

問1-1 失業保険は、会社を退職

すれば必ず受給できるのでしょう

か。



問1-2 失業保険（基本手当）の
受給要件を教えてください。

（答1-2）
以下の①、②のすべての要件を満た
していることが必要です。

①原則として、離職前２年間に被保険
者期間（※）が12か月以上あること。

②失業保険の手続き日（受給資格決定
日）において、失業の状態（※）にあり、
すぐに就職できる状態にあること。

（※）「失業の状態」の定義については、問１－３を参照ください。

（①について）
ただし、倒産・解雇等の理由により離職した
場合、期間の定めのある労働契約が更新され
なかったことその他やむを得ない理由により
離職した場合は、離職前１年間に被保険者期
間が通算して６か月以上必要です。

（①について）
なお、離職時の年齢が「６５歳以上」の方につ
いては、離職前１年間に被保険者期間が６か
月以上必要となります。



（※）被保険者期間が１２か月あるかどう
かについて

このように離職日から１か月ごとに
区切っていきます。

この区切られた完全な１か月の期間
に賃金が支払われた日数が１１日以上
ある月を「１か月」とみなします。

失業保険の受給資格は、原則として、
離職前２年間に、この被保険者期間が
「１２か月」以上必要になります。

※なお、離職時の年齢が「６５歳以上」
の方については、離職前１年間に被保
険者期間が６か月以上必要となりま
す。

失業保険の受給資格（手続きできるかどう
か）があるかどうかは、最終的にすべての離職
票を窓口で確認したうえで判断いたします。

そのため、電話での問い合わせや離職票がな
い段階では失業保険の受給資格があるかどう
かは判断できませんのでご注意ください。



問1-3 被保険者期間の条件を
満たしても失業保険を受けられな
い場合がありますか？

（答1-3）
条件を満たしても失業給付を受けられない
場合があります。失業保険は、再就職を目指
す方を支援する制度であるため、

●「就職したいという積極的な意思」
●「いつでも就職できる能力（健康状態・家
庭環境など）」

があり、かつ、

●「積極的に求職活動を行っているにもか
かわらず、就職できない状態にある方」

が対象となります。

よって、次の（１）～（１２）に該当する方は、
原則として失業保険の支給を受けられません。

（1） 家事に専念する方

（2） 昼間学生等学業に専念する方

（3） 家業に従事し、職業に就くことができない方

（4） 自営を開始、又は自営準備に専念する方

（5） 次の就職が決まっている方

（6） 雇用保険の被保険者とならないような短時間

就労（週２０時間未満の就労）のみを希望する方



（7） 自分の名義で事業を営んでいる方

（8） 会社の役員等に就任している方

（9） 就職・就労中の方（試用期間を含む）

（10） 週２０時間以上でパート・アルバイト中の方

（11） 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び

同一の事業所に就職予定の方

（12） 病気・けが等によりすぐに働くことができない

方

※病気やけが等によりすぐに働くことができない方について

は、受給期間延長の申請制度があります。受給期間の延

長申請については、問9-1を参照ください。



問1-4 今の職場の働く時間が
週２０時間未満に減少し、雇用保
険資格が喪失されました。

ただ、今の職場を退職したわけで
はなく、週２０時間未満で就労を
続けています。このような場合で
も失業保険の手続きはできます
か？

（答1-4）
他に週２０時間以上の就職先を探す
意思があり、積極的な就職活動ができ
る状態であれば、失業保険の手続きは
可能です。

逆に、現在週２０時間未満で就労して
いるため、他に週２０時間以上の就職
先を探す意思がない場合、失業保険の
手続きはできません。

直近の離職票の
離職年月日

（※雇用保険資格喪失日）

12/20
※週２０
時間以上
で就労

※週２０時間未満で
就労を継続中



問1-5 先月会社を退職しました。
退職後は、個人事業主として自営
をする予定で、就職する意思はあ
りません。
失業保険の手続きはできます
か？

（答1-5）
問1-3の回答に記載されているとお
り、就職（雇用関係のある働き方）する
意思がない場合、失業保険の手続きは
できません。

離職後、自営に専念する場合、失業保
険の手続きはできませんが、受給期間
（失業保険の手続きできる有効期限）を
延ばしておく「受給期間の延長申請」を
することができます。

詳しくは下のページのリーフレットを
ご確認ください。（厚生労働省HP）

雇用保険受給期間の特例申請について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_26400.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_26400.html
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